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本アップデートでは、以下の 
ポイントを中心にお届けします。
• 商業住宅プロジェクト実施のため
の土地使用権の取得に関する合意 

• 土地競売または投資家選定入札
の対象となるケース

• 年間土地賃貸料
• 土地賃貸借契約に基づく賃借権 
• 土地の評価と価格決定の方法 
• 土地に関する法律違反 
• 土地紛争の和解成立方法
• 多目的用地

その他の税務・法務に関する最新情報は 
こちらからご覧ください。

2024年1月18日、土地に関する法律31/2024/QH15（2024年土地法）
がベトナム国会により公布されました。2024年4月1日から施行される 
第190条と第248条を除き、2025年1月1日から施行されます。2024年
土地法は、長年、不動産プロジェクトの投資家を苦しめてきた困難を解消
することが期待されています。
本法務アップデートでは、2024年土地法の主要なポイントとビジネスへ
の影響について紹介します。

https://www.ey.com/en_vn/tax/tax-and-law-updates
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1. 商業住宅プロジェクト実施のための住宅用地使用権の取得に関する合意に 
ついての新規制
• 2024年土地法第127条1.bでは、投資家は商業用住宅プロジェクトを実施するために住宅用地の使用権を取得すること 
のみが認められています。2013年11月29日付土地法45/2013/QH13（2018年改正補足）（2013年土地法）以前の 
規定では、投資家が商業住宅プロジェクトを実施するために受け取ることができる土地の種類に制限がなかったのに対し、
新規制は、事業者が農地使用権を取得してもプロジェクトを実施しない、または商業用住宅プロジェクトを開発するために 
農地を利用したプロジェクトの計画変更を要請する状況を防ごうとするものです。

2. 土地競売または投資家選定入札の対象となるケースに関する詳細規定
• 従来の規定と比較すると、2024年土地法は、土地を分配するための土地競売と投資家選定入札の手順を強化しています。 
第124条、第125条、第126条では、国からの土地の割り当てまたは貸与において、土地の競売または投資家選定入札を 
経なければならない場合と、土地の競売または投資家選定入札を経ずに土地を交付する場合が規定されています。

• 土地の競売は、国からの土地の割り当てや貸与において次の場合に適用されます。
• 国の機関・団体が管理する土地資金を利用した投資プロジェクト
• 個人への住宅用地の割り当て

• 投資家選定入札は、国からの土地の割り当てや貸与において次の場合に適用されます。
• 建設または都市再生及び居住者の階層の上位化のための建設法に基づいて、複合サービス機能、技術的及び社会的 
インフラシステムを住宅と同期的に構築する都市を建設する投資プロジェクト、または省人民評議会が投資家選定入札を
通じて土地の割り当てまたは貸与を決定する農村住宅プロジェクト

• 国益及び公益を目的とした社会経済開発プロジェクトを実施するための土地回収を対象とし、産業及び地域管理法に 
基づく投資家選定入札の対象となる投資プロジェクト

• さらに、2024年土地法では、住宅プロジェクトでは管轄の国家機関によって承認された500分の1の詳細な計画を有する 
こと等、土地使用権を競売にかけるための条件を追加しました。

3. 年間土地賃貸料の支払いに関する新規制
• 2024年土地法第120条において、年額賃料による土地の賃貸借のケースが追加されました。これにより、全期間一括払いに
よる土地の貸借は3つの場合に限定されます。
• 農林業、養殖業、製塩業のための土地利用
• 工業団地、産業クラスター、ハイテクパーク、工業団地内の労働者用宿泊施設、公共用地の事業目的利用、商業・サービス
用地の観光・オフィススペースへの利用

• 賃貸社会住宅建設のための土地利用

• 注目すべきは、2024年土地法第30条第2項で、土地賃貸料の支払いを一括払いから年払いに変更することを認めている 
点です。その場合、支払われた土地賃貸料は、毎年支払われる土地賃貸料から差し引かれます。
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4. 土地賃貸借契約に基づく賃借権に 
関する新規制
• 2024年土地法は、借地契約に基づく貸借権という新しい
概念を導入しました。第3条第37項では、借地契約に 
基づく貸借権とは、年払い期限付きの借地における土地 
使用者の権利と規定されています。このような貸借権の 
譲受人は、土地使用者の権利と義務を継承します。

• 国から年間支払い期限付きで土地を貸与されている外国
資本経済団体は、(i)借地に付属する資産が合法的に形成
され、法律に基づき登録されていること、(ii)有効な裁判所
の判決や決定、強制的な判決の執行に関する決定、または
検査や審査に関する権限のある国家機関の結論に従わ 
なければならない場合を除き、承認された詳細な建設 
ゾーニング及び投資プロジェクト（もしあれば）に従って 
建設が完了していること、(iii)補償金、援助金、再定住金が
前払いされているが、支払うべき土地貸借料から全額差し
引かれていないこと、という条件が正当に満たされている
場合、土地貸借契約に基づいて土地に付属する資産及び
貸借権を譲渡することができます（第41条2項d）。

5. 土地の評価と価格決定の方法に 
関する新規制
• 2024年土地法において最も注目すべき変更点の一つは、
地価の枠組みの廃止です。具体的には、2024年土地法 
第158条第1項aは、市場原理に基づいて地価を決定する
ことを重視しています。

• 第159条により、省人民委員会は土地価格表を作成し、 
省人民評議会の承認を得なければならず、価格表は 
2026年1月1日から初めて公表・適用され、翌年1月1日から 
調整されます。価格表は、市場の変動に合わせるため、
2013年土地法第114条で規定されている5年ごとの更新
ではなく、毎年更新されます。

• 2024年土地法は、4つの方法と、それに対応する特定の
地価評価基準（比較、所得、調整係数、及び特定の地価を 
決定するための余剰価値）を示しています。

6. 土地法違反に関する新規制
• 2013年土地法第58条第3項cでは、投資プロジェクトを 
実施するための土地の貸与、割り当て、または土地使用 
目的変更許可のための前提条件の一つとして、投資家が
他の投資プロジェクトを実施するために土地を使用する 
場合、土地法違反を犯していないことが挙げられています。

• 2024年土地法第122条第2項cでは、土地法に違反して
いた企業であっても、管轄当局の決定や判決に従っている
投資家には、投資プロジェクトを実施するための土地の 
貸与、割り当て、または土地使用目的変更が許可される 
可能性があります。

7. 土地紛争の和解成立方法に関する 
新規制
• 2024年土地法第235条第3項と第236条第5項では、 
土地に関連する商業活動から生じる紛争に対処するため
の2つの新しい土地紛争の和解成立方法として、商事調停
と商事仲裁を追加しました。

8. 多目的利用地に関する新規制
• 2024年土地法第218条では、土地の利用効率を高める 
ため、多目的利用地（商業、サービス、畜産、薬用植物の 
栽培の目的に併用される農業用地や、農業、商業、サービス
の目的に併用される住宅用地）に関する新規制を導入 
しました。

• 多目的利用地として利用するための要件には、(i) 土地 
利用計画の作成及び所轄官庁への提出と承認、(ii) 土地の
種類と土地利用の主目的に戻すために必要な条件の保持、
(iii) 金銭的義務の履行、が含まれます。
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